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 札幌社保協創

立10周年記念レ

セプションは、09

年1月10日(土)で

す。 

 全国人数 道内人数 

３月まで健康保険の家族（被扶養者）だった７５歳以上の人 約200万人 約56,700人 

３月まで健康保険に本人として加入していた７５歳以上の人 約35万人 

４～９月に年金天引きをしていなかった自治体(苫小牧など) 約90万人 

世帯全員が６５歳～７４歳の国保世帯 約300万人 70,233人 

 合わせて   

 約35,400人 

後期高齢者(75歳以上の人) 
◆国保から後期高齢者に移行した人で4･6･8月の年金から天引きされた人（または納付書

で納める人）の内、均等割(定額部分)が7割軽減の方－年額保険料が12,900円の人は、

10月から天引きはありません。 

 年額保険料が8.5割に軽減され、前期で納付必要分を払ってしまったからです。 

◆健康保険の家族だった人は10/15以降の天引きは2,100円－１回分は７００円。 

 所得にかかる保険料が今年度は０円、定額部分の43,143円の4月から半年分は免除さ

れ、なお残り半年分が9割軽減となったため。43143÷2×0.1(10円以下切捨て) 

 ◎要チェック⇒2,100円になっていない人は健康保険家族とされていない可能性があり

ますので、証明できるものを持って区役所の担当へ。 

◆所得にかかる保険料が半分に！ 

 保険料がかかる所得が58万円までの人－年金収入では153万円を超え211万円までの

人は、所得にかかる保険料が10月から5割軽減になりました。 

 ◎要チェック⇒保険料の訂正が7月以降届いていますか？来てなければ区役所へ確認を！ 

◆保険料を口座振替にできます 

 ①世帯主として過去2年間国保料を滞納無く納めていた方－自分の口座から 

 ②年金収入180万円未満の方は、世帯主や配偶者の口座から振替ができる 

 ※②の場合は世帯主などの税金で、社会保険料控除として扱うことも可能になります。 

 ◎要チェック⇒急いで区役所へ手続きしたら、12月年金に間に合う場合もあります。 

国民健康保険の場合 
◆天引き対象は全員が65～74歳の世帯です。世帯主や同世帯の人が後期高齢者や64歳以

下などの場合は天引き対象世帯になりません。 

◆支払い可能な保険料で分納をしている人など、天引きされると生活が大変になる世帯

は、納付書での納付にできる場合がありますので、ぜひご相談ください。 


